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(53IJ添) 安全衛生教育等の推進について(平成3年 1月21日 基発第39号)
新!日対照表

安全簡生教育霊推進要網

1 .趣旨周昌的

安全衛生教育盈豆盟盤(以下「教曹董』という。)I立、骨髄者的就

業に当たって必要な安全衛生に関する知識等を付与するために翼掘さ

安全簡生教育推進要輔

1。 趣憧・窃自前

安全樟?生教曹( ~F r教育』という。)I乱費曲者の就業に当たっ

てp必要喜本安全帯生iこ関する知識等を付与するために実施されるもの

れるもので、安全簡生管理体制の確立、骨働安全衛生法令の遵守(})轍| で、盤撞藍盤の安全位、

曜、危験有害性的調査、自主的な安全簡生活動、挟適職場形成霊的臨

策とあいまって党関災害の肪止の翼劫を期すよで瞳めて重要立瞳叢で

ある。また、教青笠1立、企業はもとより臨く社会における安全簡生意

識の普及 s定着を促すための貴重註機会であザ、安全構生に関{蒸する

様々な立場にある者に対してその機会を提供することにより、載が圏

の安全衛生水準の向上に大きく寄与するものと期持される。

このため、車車労{動省では、骨髄安全簡生法!こ基づく車入時教昔、

作業内容変重時教育、特別教育、職長等教昔、危験有害業覇者主事者!こ

対する教青、安全鮪生業務従事者に対する能力向上教青設び鍵捷教育

iまもとより、骨髄災害のl前止のために必要立教育輩については法定外

のも的であってもカリキュラム等を定め、企業の自主的な安全盤豆長量

動の促進に寄与しているところである。

作業環境の快適化等の施

室長とあいまって労鞠箆審の|詰止の実効を期す上で極めて重要怠施策で

ある。また、教青眠、企業はもとよりr.t;く社会における安全簡生意識

の普説明定着を{思すための費重な機会であり、安全衛生に開館する棟々

註立場にある者!こ対してその機会を提供することにより、載が圏の安

全衛生水準のi向上に大きく寄与するものと期待される。

このため、一一一瞥輸省でjま労融安全簡生法に基づく雇入時教育、

作業内容蜜車時教育、特問教育、職長等教育、責主醸有害業務維事者に

対する教育、安全鮪生業務錐事者に対する能力向上教育及び健車教青

iまもとより、骨髄箆警の師止のために必要本教育については法定外の

ものであってもカリキュラム等を定め、安全衛生団体等を通じ実施の

{踏を圏ってきたとこ.~~盈ゑ且

ム去し3立がら、近年における技衛革新の進麗、就業苦手態の多様f主導

11.盟l鐸壌をJrxザ巻く構勢の変化、これに伴う勢鋤箆害の動向等lま、教
貰豊重要性を諌め芳j墨鑑査せるとともにより適切かつ有効祉教曹の実

革主主金王位長且

本要輔iま、以上のような状況を踏まえ、次のような基本的な立場に| 本重要舗は、以上のよう本状混を踏まえ、次のようえE基本的意立場に

立って教育輩の今後の在り方、進め方を示すものである。 I立って教青の今後の在り方、進め方を示すものである。



(別添) 安全衛生教育等の推進について(平成3年 1月21日 基発第39号)
新旧対照表

(l) 各種の教育笠は、相関連して総合的な観点から実施されることが

効果的であることから、法定及び法定外の教育童全般について体系

化を図る。

位) 労働者の生涯を通じた教育筆、戸経営トップ等・安全衛生に係る管

理章・労働者等企業内における各層に対するそれぞれの立場に応じ

た教育笠に留意する。

(3) 機械設備の安全化を促進するための設計技術者等に対する教育

及び事業場の安全衛生水準の向上のための技術面での指導援助を担

当する安全衛生専門家の研修を充実する。

(4) 教育隻の種類・内容等は、技術革新、労働者の高齢化、就業形態

の多様化等近年の労働環境の変化に対応したものとする。

(5) 教育室皇内容の具体化、教材の整備、講師の養成、教育筆宣実施

機関の育成等を通じ、教育笠旦水準の向上を図る。

(6)ι 教育笠の促進のため、企業、安全衛生団体等に対する指導・接助

を行う。

2.教育筆の対象者

教育笠の対象者は、作業者、安全衛生に係る管理者、経営トップ等、

安全衛生専門家、技術者等とし、それぞれ次に掲げる者とする。

(1 ) 作業者

[1] 危険有害業務に従事する者

イ 就業制限業務に従事する者

口 特別教育を必要とする危険有害業務に従事する者

ハ その他の危険有害業務に従事する者

(1) 各種の教育は、相関連して総合的な観点から実施されることが効

果的であることから、法定及び法定外の教育全般について体系化を

図る。

(2) 労働者の生漉を通じた教育、経営首脳者・管理監督者

・労働者等企業内における各層に対するそれぞれの立場に応じた

教育に留意する。

(3) 機械設備の安全化を促進するための設計技術者等に対する教育

及び事業場の安全衛生水準の向上のための技術面での指導援助を担

当する安全衛生専門家の研修を充実する。

(4) 教育の種類・内容等は、技術革新、労働者の高齢化ー就業形態の

多様化等近年の労働環境の変化に対応したものとする。

(5) 教育内容の具体化、教材の整備、講師の養成、教育実施機関の育

成等を通じ、教育水準の向ょを図る。

(6) 教育の促進のため、企業、安全衛生団体等に対する指導・援助を

行主う。

2.教育の対象者

教育の対象者は、作業者、管理監督者、経営首脳者、

安全衛生専門家、技術者等とし、それぞれ次に掲げる者とする。

(1 ) 作業者

川 危険有害業務に従事する者

イ 就業制限業務に従事する者

口 特別教膏を必要とする危険有害業務に従事する者

ハ その他の危険有害業務に従事する者



(別撤) 安全衛生教育等の推進について(平成3年1月21日 基発第39号)
新i日対照表

[2] [1]以外的業務に従事する者

(2) 安全簡生に罷る管理者

[円 安全管理者、衛生管理者、安全簡生推進者ι繍生推進者墨延室

金量進童

[2] 作業主住者、職長及び作業指聾者

[3] 先方安全簡生管理者、商社安全簡生管理者

[4] 救護技楠管理者

[日 計画参画者

[6] 安全開生童佳者

[7] 交通労働災害防止担当管理者

[8] 輯役災害i昨止担当者

[9] 危験性又iま有害性等の調査等担当者・労融安全鮪生マ ジメン

トシステム誼当者

[10] r化学物置等による危酸性又は有害性等母輯査等に関する指針

(平成27年鑑険性又は有害性等の調査等iこ関する指針公示第3

号)Jに定める化学噛宣萱璽章

[11] r事業場における労働者の纏産課持増進のための指針(昭和63

年櫨康保持増進のための指針ι盟筆1号)Jに定め盈盤撞鐘鼓
壇進措置を翼施するスタッフ

日2]r卦働者のtむの鍵農の保持増進のため(J)指針(平成 18年鍵醸

保持増進的ための指針公示第3号)Jに定める事業場盟蓮華墨

健スタッフ導

(3) 経堂トップ等

[1] 事業者

[1]1試外の業務に維事する者

監豊監輩童

m 安全管理者、簡生管理者、安全衛生推進者塁"(j.簡生推進者

[訂 作業主任者、職長虫び作業指揮者

元方安全衛生官王聖者

救護技鮪管理者

計画参E覇者

安全構生重量住者

m 交通労{勤災蓄i時止担当管理者

(3)藍童董魁重工

[1] 事業者



(73IJ添) 安全衛生教育等の推進について(平成3年1月 21日 基発第 39号)

新!日対照表

[2] 総括安全衛生管理者

[3] 統括安全簡生貫{王者及び安全簡生麓任者

且L皇翠盤
安全簡生専門家

[1 ] 産業医

[2] 労働安全コンサルタント及び労働簡生コンサルタント

[3] 安全管理士及び簡生管理士(労働災害肪止聞体法第也監ιA:
める資格)

[4] 作業環境測定士

(5) 技術者等

[1] 特定自主検査に従事する者及び定期自主韓査に種事する者等

[幻 生産 g 施工部門の管理者及び技術者

[3] 磯械設備及び建設物の設計技術者等

(6) そ0)他

[1] 就職予定者

[gJ その他教育等を必要とする者

[2] 斡語安全衛生管理者

[3] 鏑揺安全帯主主重量{壬審議'(J安全簡生責佳者

(4) 安室簡生専門蒙

[1] 産業震

[2] 労{動安全コタント設ts労i動簡生コンサルタント

[3] 安金管理士議ttf欝生管理士

f管業環境課目定士

QL_よ重量霊場における持髄苦言的健醸保持増進のための指針J (昭和

盟主壁監査E持増進のた的虫撞針)に定める運動指導担当者、運動

塞量豊車輩、心理相霊能軽量章、産業栄華指導担当者及び産業保鍵

撞護霊単童

朗読締者等

[1] 特定自主横査に維事する者説び定期自主横査に従事する者等

[2] 生産ー施工部門の管理者lJl.日投稿者

問 機輔設i繭王立'{}建設物母設計技締者等

その地

l1L霊童E盟髄童
[2] 海外派遣勢働者

[.:1] 就職予定者

[生] その他殺膏を必要とする者



(男IJ添) 安全衛生教育等の推進について(平成3年 1月21日 基発第39号)
新旧対照表

3.教育霊の謹類、実施時期及び内容 I 3.教育の種類、実擁時期及び内容

事業者が翼施し主主ければならない教育童の種類I立、野{動安全智生法

に基づく震入時教育、作業内容査車時教育、特間教宵、職畏等教育、

危醸有害業務提事者に対する教育、安全簡生業務雑事者に対する能力

向上教育、韓麗教育、これらに準じた研修等である。また、これら法

定教育以外の教育童で事業者が翼植すべきものは次のとおりとする。

(1) 就業制隈業務又は特別教育を必要とする危験有害業務に準ずる

鑑|撲有害業務に初めて提事する者に対する特別教育iこ準じた教育

位) 就業制醒業務又iま特別教育を必要とする勉険有害業務に誰事す

る者に対する危験再認識教背

(3) 一定年齢に遣した労働者に対する高齢時教青

(4) 安全推進者、職長等に対する能力l向上教帯に準じた教背

(5) 作業指撞者に対する指名時の教育

(6) 安全衛生責住者に対する選告時盈韮盤皇自よ教育に準じた教膏

交通労働災害関止担当管理者教宵

(8) 輯役災害賄止担当者整宣

(9) 危臨性又lま有害性等の調査等担さ望者魁労{動安全簡生マネジメント

システム担当費整萱

(10) 化学物貫管理者教育

(10 健蔵保持増進措置を実施するスタッフ養成車問研修

(12) 事業場内産業保健スタッフ等に対するメ主主ルヘルスケ±量撞

進するための教育研修

事業者カ奇襲艦しなければなら立い教育の種類I~，労働安全衛生法に

基づく聾入時教曹、作業内容変買時教育、特別教育、職長等教育、愈

験有害業務維事者1::対する教育、安全簡生業務従事者に対する能力向

上教育盈u:髄藤教育である。また、これら法定教青以外の教育で事業

者が要望描すべきものは次のとおりとする。

(1) 就業構IJ醜業務又は特別教青を必要とする勉験有害業務に準ずる

撞醸有害業務に初めて能事する者に対する特}lIJ教育に準じた教育

就業制融業務又iま特別教育を必要とする佐険有害業務に従事す

る者に対する責主験再認識教育

一定年齢に達した労{勤者に対する高齢時教育

職長等に対する能力向上教育に準じた教育

(5) 作業指揮者に対する指名時の教育

安全鮪生責{王者iこ対する選{壬時の教育

交通欝観箆害防止彊当管理者教育

(J1) 特定串主検査に従事する者に対する能力向上教育に準じた教育 I (飴 韓定自主韓査に提事する者に対する能力i司上教育に準じた教曹
(盟) 生産園蝿工部門の管理者、設計技術者等iこ対する技捕者教育 I (野 生産智雄工部門の管理者、設計技捕者等に対する技術者教育



.‘ 、
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(1]) 経営トップ等に対する安全衛生セミナー

(1&) 管理職に対する安全衛生教育

(1I) 労働安全コンサルタン卜、労働衛生コンサルタント等の安全衛

生専門家に対する実務向上研修

(~)就業予定の実業高校生に対する教育筆

なお、教育笠の対象者ごとに実施する教育筆の種類、実施時期及び

内容は、具体的には、劃蓋によることとする。また、これらの教育笠

の体系は、盟国のとおりである。

4.教育窒の実施体制

教育筆は、企業、安全衛生団体等及び国がそれぞれの立場で相互に

連携して推進する。企業内の安全衛生関係者に対する教育笠について

は、企業が自ら又は安全衛生団体等に委託して実施する。安全衛生団

体等は、安全衛生の専門的事項に関すること等企業が自ら実施するこ

との困難な教育、労働安全コンサルタント、労働衛生コンサルタント

等の安全衛生専門家に対する研修等を実施するほか、教育笠を担当す

る講師の養成、教材の整備等を図る。国は、必要に応じ教育室のカリ

キュラムを策定するほか、教育室を実施する企業及び安全衛生団体等

に対して教育笠の資料の提供等の指導・援助を行う。

また、企業及び安全衛生団体等は、教育筆の実施に当たっては、次

により計画的な実施と教育筆皇内容等の充実を隠る。

(1 ) 実施計画等の作成

(10) 経堂首脳者に対する安全衛生セミナー

(ll)労働安全コンサルタント、労働衛生コンサルタント等の安全衛生

専門家に対する実務向よ研修

(12)季節曽働者に対する教育

(13)海外振遺勢働者に対する教育

(並)就業予定の実業高校生に対する教育

なお、教育の対象者ごとに実施する教育の種類、実施時期及び内容

は、具体的には、盟直によることとする。また、これらの教育の体系

は、盟国のとおりである。

4.教育の実施体制

教育は、企業、安全衛生団体等及び聞がそれぞれの立場で相互に連

携して推進する。企業内の安全衛生関係者に対する教育については、

企業が自ら又は安全衛生団体等に委託して実施する。安全衛生団体等

は、安全衛生の専門的事項に関すること等企業が自ら実施することの

困難な教育、労働安全コンサルタント、労働衛生コンサルタント等の

安全衛生専門家に対する研修等を実施するほか、教育を担当する講師

の養成、教材の整備等を図る。国は、必要に応じ教育のカリキュラム

を策定するほか、教育を実施する企業及び安全衛生団体等に対して教

育用資料の提供等の指導・援助を行う。

また、企業及び安全衛生団体等は、教育の実施に当たっては、次に

より計画的な実施と教育内容等の充実を図る。

(1) 実施計画等の作成



(日IJ撚) 安全衛生教育等の推進について(平成3年 1月21日 基発第39号)
新!日:対照表

教育室の種類ごとに、対象者、実施田、実施場所、講師思Ts教材

等を定めた年聞の実施計画を作成する。企業においては、骨髄審開

職業生活費通じての継続的な教育等の翼蝿等のため、中長期的立推

進計画を作成することが望ましい。

襲描結果の探存等

教育霊を翼施した場合には、台帳等にその結果を記繰し、保存す

る。また、安全簡生団体等が翼施した場合に id::，修7者に鯵7~.正を

交付する。

(3) 実蝿責佳者のi聾佳

実施計画の作成、実擁、実施結果の言E錬旬保存等教背等に闘する

業務の実艦責任者を選佳する。

(4) 教音量盟賄容の充実

教青董皇内容の充実のため、講師の養成・選定、教材部作成 m 選

定等については次の点に留意する。

イ 講師iま、法令等に基づく要件を満たし、当E産業務に関する知

識由経験を有する者であること。また、講師1ま、常働安全コンサ

ルタント、骨髄簡生コンサルタント、安全管理士、衛生管理士害警

の、当該業務のみならず安全簡生業務[こ$く精通している者査活

用することが望ましい。車に、教育等の技法に関する知識園経験

を有する者や教育等の講師となる人材の養成のため的研轄を畳

講する等して専門的知識、教育等の技法等に関する教曹富iI練を受

けた者であることが望ましい。このため、安全簡生間体等i立、

指導者に対する醗修等の実施により講師の養成費国る。

日 教材1;;1:，カリキ斗ラムの内容を十分満足したも())であることは

教育の韓類ごとに、対象者、実植田、実施場所、講師法び教材等

を定めた年間の襲施計Eを作成する。企業においては、背働者の職

業生活を通じての継続的な教育の実艦等のため、中長期的な推進計

覇を作成することが望ましい。

襲臨結果の保害等

教育を襲雄した場合!こは、台帳等にその結果を記録し、保存する。

また、安全簡生団体等が翼施した場合には、修了者に修了証を支付

する。

襲描貰住者())i豊笹

翼雄計画の作成、翼施、実施結果の記録園保存等教育に関する業

輔の襲蝿貰荘者を選任する。

教育内容の寛襲

教育内審の琵5患のため、講師の養成・選定、教材の作成薗選定等

については次的J蓄に寵意する。

イ 講師Id::，当設業務!こ関する知識館経験を有する者であること控

もちろんのこと教育技法に関する知識回経験を有する者であるこ

主単皇室L~'旦

このため、安全衛生団体等iま、

指導者iこ対する踊修等の実撞により講師の養成を閤る。

司 教材カリキュラムの内容を十分満足したものであることは
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新!日対照表

もちろんのこと労働災害事例等に即した具体的な内容とする。ま

た、視聴覚機材を有効に活用することが望ましい。

ハ 教育重金技法は、講義方式のほか、教育笠の対象者、種類等に

応じ、受講者が麗接参加する方式、例えば、事例研究、課題研究

等の討議方式を採用する。

(5) 安全衛生教育センターの活用

固においては、教育筆型水準の向上を関る観点から安全衛生教

育センターを設置し、中央労働災害防止協会及び建設業労働災害

防止協会に運営を委託しているところである。岡センターにおい

ては、教育室の講師となる人材の養成のための講座を開設してい

るので積極的な活用を図る。

もちろんのこと労働災害事例等に即した具体的な内容とする。ま

た、 VTR、OHP等の視聴覚機材を有効に活用することが望ま

。
、.. 
E
L
V
 

l
v
 

ハ 教育技法は、講義方式のほか、教育の対象者、種類等に応じ、

受講者が直接参加する方式、例えば、事例研究、課題研究等の討

議方式を採用する。

(5) 安全衛生教育センターの活用

国においては、教育水準の向上を図る観点から安全衛生教育セン

ターを設置し、中央労働災害防止協会及び建設業労働災害防止協会

に運営を委託しているところである。同センターにおいては、教育

の講師となる人材の養成のための講座を開設しているので積極的な

活用を図る。

5.教育の推進に当たって留意すべき事項

教育の推進に当たっては、中小企業、第三次産業、高年齢労働者及

び就業形態の多様化といった労働災害防止上の課題に適切に対応して

いくことが重要となっている。

5.教育笠の推進に当たって留意すべき事項

教育筆の推進に過たっては、中小企業、第三次産業、高年齢労働者主

畳圏ム及び就業形態の多様化といった労働災害防止上の課題に適切に

対応していくことが重要となっている。

また、危険感受性の低下が懸念されていることから、十分な安全を

確保した上で、作業に伴う危険性を体感させるような教育等や日々の

危険感受性を向上させる教育等も有効である。

これらの課題に対しては、雇入時教育等の法定教育の実施を徹底す| これらの課題に対しては、雇入時教育等の法定教育の実施を徹底す

ることはもとより労働災害の発生等の実情に応じて次による教育笠の| ることはもとより労働災害の発生等の実情に応じて次による教育の推

推進が肝要である。 I進が肝要である。
(1) 就業形態の多様化
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新!日対照表

パートタイム骨髄者、派遣労i勤者等就業静態iま多報化してど長

が、骨髄者に対しては、就業時に従事する作業に関する安全輔生の

知識等を付与すること、主主まっち雇入時等の教賓室盤麗ヨム孟主主i
重要である。

また、経済の闇醸化に{半い急増する溝外旅遺骨{動者については、

溝外生活での安全繍生を確保するため)rn遣売の企業において当言葉
労{勤者の派遣前に現地での職域忍び生活環境における安全簡集裏

構に関する知識を付与することが重要で晶り、そのため部教育等の

推進を盟る。

(~) 中小企業

中小企業においては、教育笠の講師、教材等の問題から畠ら教育

等を実施することの困難な事業場もみられるので、親企業等による

指導句譲勘、安全簡生田体等の活用による教育筆襲擁の1Ji!進費関る。

また、関が中小企業の支擢措置として翼擁している各撞事業の活

用も園る。

(ヨ) 第三次産業

第三攻産業において母、非正規骨髄者の増加等多様えよ就業買事態が

みられるとともに、製造業等の第ニ次産業に比べ安全鮪生管理体制

的整備が遅れていること等から、震入時教曹の克襲 e強化費留ると

ともに、糧費トップ等及び安全管理者や安全推進重量皇室金鍾ま1三

量ゑ置霊童の教育霊を促進する。

ゆ 高年齢背働者

高年歯吉野{勤者については、高年齢向けの磯器的開発、職場環壊の

故善、適正融賓とともに、高年齢労働者自身の安全簡生に対する意

(l) 中小企業

中小企業において時、教育の講師、教材等の問題から自ら教育を

襲植すること時間難註事業場もみられるので、親企業等による指

導 ω嬢助、安全簡主主自体等の活用による教背嚢施の促進を図る。

また、闇が中小企業の揚勘措賓として実施している『小規模事業

量童圏体安金額生還覇掘助事業j の積極的立活用を図る。

第三次産業

第三次産業においては、パートタイム労働者、派遣労働者の増加

等多犠註就業形態がみられるとともに、製造業等の第ニ衣産業に比

べ安全構生管理体制の整備が遅れていること等から、雇入時教育の

充襲圃強化を盟るとともに、経営首脳者説び墨金萱聖者等の管理監

輩賓の教育を提進する。

(由 高年齢骨髄者

高年齢労{勤者については、高年齢向けの機器の開発、職場環壌の

改善、適正配置とともに、高年齢労i勤者自身の安全簡生iこ対する意
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新!日対照表

識付iすが重要である。

こ(J)た的、鐘童上二')7等に対する教育輩の翼龍にぎ語たってi乱高

年齢労{勤者の骨髄箆蓄の現状と問題点、高年齢労繍者的藍霊峰輩笠

虫骨{動諜審i前止対策、高年齢哲働者の能力に応じた適正麗震に闘す

る事講を禽めて実施する。機誠設備の設計，重量i置を担識する者!こ対

してi立、高齢者の心身機能等に配属すベ害事項を禽めた教甫童を襲

擁する。

また、一定年齢!こ達した労働者に対してrd:，加齢に伴う心身機能

の紙下の特性、心身機能にf，志じた安全な作業方法に関する事壊につ

いてぬ教育筆を実施する。

主藍.L.l高年齢労働者の安全衛生教育等においては、対象一章盟璽盤

藍l三車五王，BZ僅学習の機会を与えることが望ましい。

盟L蛙盟主堂髄萱
外国人労{動費I::?坐主i志、一搬に、日本語や識が国の党盤揮iTに

論付けが重要である。

このため、襲撃萱麟宣之笠翠霊童童等に対する教青の襲施に当た

っては、高年齢普{勤者(J)労髄箆警の現状と開題点、高年齢骨髄者の

労髄設審院止討議、高年齢骨髄者の能力にItじた適正臨置に関する

事覇者意めて畏施する。機械設{轄の設計図製造を担当する者に対し

ては、高齢者のむ身機能等に甑癒すべき事壌を含めた教膏を翼施す

る。

また、一定年齢iこ譲した費j勤者iこ対してi立、加齢にi半う11)身機能

。)1昆下の特性、自身機能lこItじた安全な作業方法に関する事項につ
いて(J)教曹を襲擁する。

且L盤蓮E重態虫量麓1，
盤盟主1主皇霊箪堂髄童i三車E主Lー最近ではパートタイム常働賓ι遮

選堂盤童霊童撞主魁裳監盤がみられ、こられの哲働者に対しては、

盤茎瞳i三鐘塞主量生豊臣障する安全構生の知識等を付与すること、

主藍島ち彊入時等の教重量盤塵Tることが重要である。
主主ι盤車型豊監i主l三主事い急増する海外派遣勢働者につど主盛主

準畳車重宝皇室主盟主を確課するため}m遣元の企業においてき量該封
盤童盟遮違麗i三璽盟主盟瞳撞異び生活環境における安全衛生事構に

盟主金担鑑査蛙主主ゑζょが重要であり、そのための教習の推進を

盟主L
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習熟していないこと等から、適正怠安全衛生を確保することが必璽

主盈盈L

このため、外田人労{動者に対し安全簡生教育等を襲擁するに当た

っては、当該外国人労f動者が確実に理解で吉る方法により教膏等を

実施するのその瞬、外国人労働者が労轍災害肪止的ための指君霊童

理解することができるように必要草間本語や基本的#合臨童三豊蓋

量盟l三i去、iする背{勤災害肪止に関する標識、描示等についても習得さ

せるように麗躍する。

(6)その他教育等を必要とする者

記の2(6) [2]の「その他教育等を必要とする者』とは、記の5(1) 

や(5)の海外旅遺骨働者や外国人勢{勤者などが含まれること。
刊一ート一一ー

(参考) 骨髄曹の生濯を通じた安全衛生教育雪量的網 〔参考) 労輸審(J)主主題を通じた安全衛生教曹のflJ

OA氏(1)場合 OA民(J)蟻合

(入社) (就業制限業務に配置転換) 何年経過) (10年経過) (入社) (就業制限業務に配置転換) (5年経過) (10年経過)

麗入時教育 → 免許取得 →危険有寄業務従事者教育(定期) →危験再認識教膏 → |震入居寺教育 → 免許取得 →危険有害業務従事者教育(定期) →危険再認識教育 → 

(職長就任) (5年経過) (安全衛生推進者就任) 何年経過) (機長就任) 何年経過) (安全衛生推進者就任) (5年経過)

職長等教育 →能力向上教育に準じた教育 →能力向上教育(初任時) →能力向上教育(定期) → 職長等教育 吋能力向上教育に準じた教育 →能力向上教育(初任時) →能力向よ教育(定期) → 

OBJl:;の場合 08誌の:場合

(入社) (設計部門に配置換え) (現場技術管理部門に配置換え) (安全管理者就笹) (入社) (設計部門に配置霊換え) (現場技術管理部門に配置換え) (安全管理者就任)

麗入時教育 → 技術者教育(随時) → 筏術者教育(随時) → 能力向よ教育(初任時) - 麓入時教育 → 筏術者数育(随時) - 妓術者教育(随時) → 能力向上教育(初任時) → 
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新!日対照表

(5年経過) (総括安全衛生管理者就任) (5年緩過) (総括安全衛生管理者就任)

→能力向上教育(定期) → 安全衛生セミナー(髄時) 吋 →能力向よ教育(定期) ..... 安全衛生セミナー(随時) → 

注全期間にわたって雇入時、定期、随時に健康教育を行う。 注:全期間にわたって麗入時、定期、随時に健廉教育を行う。



(lJlj添) 安全衛生教育等の推進について(平成3年1月21日 基発第四号)
新1日対照表

別表 一寸li瓦

安全輔生教背箪(J)対患者 e謹類・喪擁時期1Jl.rJ.内容 雲寺金輔さ主轍曹関対重患者閉韓頼回喪臨時期展'(j.肉審

対象者

it 

有害業務に従事

する者

種類

れた事項 目lねという。)第 3申

i条

1.作業者

問就業制限業 ;危険有害業務従;ィ定期(おおむ

務に従事する者;輔教育(労働 jね町と間 i 
j安全衛生法(以 ;口随時(取り扱:

;下「法」としもう。) Iぅ設備等が新た i 

梼等)

r ) ;純悶悶………の刷吋一…l暗喰…変齢仇わ仇た

……一……ふ W 伽 ……怖い………
(2)特別教育を必特別教育(l去 j当該業務に初め

要とする危険荷 j第59条第3項) Iて従事する時

開唱す: : 

る者

教育内容

危険又は有害な

当該業務吋業務に現に就い

連する労働災 jている者に対する

害の動向、技 i安全衛生教育に

術革新の進展 i関する指針(平成

等に対応した i元年5月22目安

事項 ;全衛生教育指針

;公示第1号)(以

(一生教

育指針」という。)

安全衛生両労働安全衛生規

教育規程に規;貝1](以下「安衛

定された事現 j則Jという。)第36

j条
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;蹴険有審議務;ィ定期(おおむ;

j従事者教育(法 ;ね5年ごとに)
銘 60条の初 出随時(取り扱

;ぅ設備害事が新た

;なものに変わった

;時等)

………ーや…一…^'………一
(ω3ω制州)川川(り1

準ずる危険有寄!じた教育 ;て従事する時

業務に従事射普す-る

者

{也の業務に従事 i

する者 凶作業内容変更
公認込-必訟半以♀単品ぷ主主説話4品説話正誌記世~

新旧対照表、

する議 同よ
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新!日対照表

\w=，，~y品仇叫百明・，mw.• 百 品、向、布、~""，y，^叫.m-旬、... ~'"禍

59 時教育(法第 59

労働者。健 条第2項)

i第倒条) 時 、ロ 第 69条〉 廃する事項

療職 年月健

mM 

十 J

署長 撞

義重

菌撞

隻亙

量菌

撞

…一一一一 …一…一…… ンjという。)

業務のうち車両 免許取得後若し〈る危酸性の再認 !i免は許技取能講得摺後修若し了〈 識る危安脆全性なの作再業認

系建設機械等の は技能講習修了識、安全な作業
んι.u..，__  ....'.u~__.~.~.，.~~_.._~ 、 も '~='，.，.，.._hWh~W'_=_，C~.~y_._..~ .• N...Ym_v_ •. h..~.'^..._......y~. ..晶晶晶晶晶 一
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新!日対照表

運転業務に従事

する者

{時)(1)から(3)まで

の業務に従事す

る者及び(1)から

(3)までの業務以

外の業務のうち

作業強度の強い

業務に従事する

者

2.安全衛生に係る管理者

後又!ま特別教育;方法の徹底を図

:修了後おおむね;る事項

110年以上経過し

;たB寺
…………一一 …一

おおむね45歳にj高年齢者の心身 i[1]高年齢労働者
達した時 i機能の特性と労;の労働災奮発生

働災害に関する !率の高い業務

こと、安全な作業 1[2]高所作業、建

方法事作業行動に!筋作業等作業強

隠すること、健康|度の強い業務に

の保持増進に関 i従事する高年齢
すること等の事項 i労働者を対象と

!する。

ω安全管一一コ[1鵬向上教育;ィ当該業務に初;当該業務に関す;労働災審の防止 i

衛生管理者、安 (法第 19条の2)Iめて従事する時 ;る全般的事項 jための業務!こ従 i

全衛生推進者、 戸蜘向上教育;口定期(おおむ 11 i事する者の能力 i
安全推進省、庖 迄準達整宣 jね5年ごとに) 11 当該業務に関 j向よ教育!こ闘す i
社安全衛生管理 Iハ.施時(機械設!~連する労働災;る指針(平成元年 i

童L衛生推進者 I備等に大幅な変 11害の動向、技沼周辺国能力向代

及び元方安全衛 I更があった時) I J術革新等の社i上教育指針公示

生管理者 I I 会経済情勢、!第1号)(以下「能

~鑑陸出品晶画出ιA旬。…一
; ; 事業場におけ;力向上教育指

運転業務に検事 i i後又は特別教育;方法の徹底を図

する者 ; ;修了後おおむね;る事項

I h日年以よ経過し;

; {一;
(伶削附削自的削削)(川(れ的1竹)カか村、もら(ω蹴)まで ;持高繭齢榊時糊毅繍育 ;お蹴おむね糾4特5歳iにこ高挿，年齢者の心身 1[1リ]高年齢労働者

の業務峨察射射守す帯; ;津悼遠乱し比た持 鴻能の特f性生と労 ;の労働災寄発鈷生

る繍宥及附附悶び胡削(れ州1

(3悶の懇繍務以; : ;こほ金な作業 I[凶隅z幻]璃高所作業、重
外の築務のうち ; ; ;方j法去.作業行勤に;筋作業等作業強

作慨議強皮の強い i j j関すること、健康 j度の強い業務に

議務に従事する I I Iの保持増進に関 j従事する高年齢
者 ; j iすること等の事項!労働者を対象と

; i ! ;する。

2.管理監督者

ω安全管理者、!能力向上教育 jイ当該業務に初~ !!á~~務に占す i労働災害の防止
衛生管理者、安 ;(j繍 19条例)Iめて従事する時 ;る全般的事項 ;ための業務に従

全衛生推進袋、 I I口定期(おおむ!? ;事する者の能力

衛生推進税び; ;ね時ごとに) ;;当該業務に関;向よ教育に闘す

元方安全衛生管; ;ハ随時(機械設け遼する労働災;る指針(平成元年

j j備等に大憾な変 11害の動向、技 15月22日能力向

; !更があった時) jj術革新等の社j上教育指針公示
; ; ! 会経済情勢、 !第1号)(以下『能

理者

I 事業場におけ;カ向上教育指



()3IJ添、) 安全衛生教育等の推進について(平成3年 1月21日 基発第 39号)
新!日対照表 f 

… 一一… ……渦一杭?柄…禍…… 禍…勺;… … … 

! ; ; 変化等に対応
3 ; ( した事項

ω救護技術管 (能力向上教育 jイ定期(おおむ日

理者、計画参画 (法第 19条の2) ね5年ごとに) け当該業務に関!能力向上教育指

者及び作業主任 I 口随時(機械設 Ir遵する労働災 j針

者 ;;備

! I更があつた時) Iリj術革新等の社;
! I 会経済情勢、 e 

I 事業場におけ;
i j る職場環境の;
j ; 変化等に対応

(3)職長等

川 m加 …机

[1鵬教育(法;当該職務に初め

第 60条) Iて就く時

[2]能力向上教育;ィ.翠盟i長室主2

に準じた教育 陣匹以

;口機械設備等

;に大幅な変更が

jあった時

規定された事項

[ 連する労働災審の動向、技

術革新等の社

会経済情勢、

事業場におけ

る職場環境の

した事項

一一…一……同一
安衛則第 40条に

位)救護技術管 ;能力向上教育 jイ定期(おおむ

職、計画参画 1<法第 19条の2)Iね5年ごとに) 11 当該業務に関;能力向上教育指

概ぴ作業主任! ?随時(機械設 I~遷する労働災 j針
蓄の動向、技

術革新等の社

会経済情勢、

事業場におけ

る職場環境の

変化等に対応

した事項

安衛則第 40条に

親定された事項

ぷ一一1; 11 当該業務に関

; ;同機械設備等にI~速する労働災

; i大開更があ I1開肉技
; ;った時 1 J術革新等の社
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(別添) 安全衛生教育等の推進について(平成3年 1月21日 基発第39号)
新|国対照表

1……一つ一変化等間応

j た事項

凶作業指揮者;一一育 ~... .当該職相ムム一一一一一の聡;
!て指名された時 務、安全な作業

j方法、作業設備

jの点検及び改蕃

措置等に隠する

… ………"_J~，~一一一……~…
(5)安全衛生寅 出i選任時教育 ;新たに選任さオ1 当該業務!こ闘す

任者 ; ;た時 ;る全般的事項

:臼]能力向上教育;イ.定期(おあ吃j I 

出重ι主盤宣 ;担豆生三恒三 I I当盤韮盤ι盟
ロ.随時(機械設 十連主盈堂盤J&

備等に大幅な変 i董虫艶血_，J童

更があった持U ! I鑑韮艶豊里韮

j 金鑑査盤塾L

i 童韮畢ι盈立
j 長箆撞翠塗金

; 車隼笠巨盟r.t

I k左蔓彊

(6)交通労働災 j交通労働災害防j新たに選任され 当該業務に関す

警防止担当管理;止担当管理者教;た時 !る全般的事項

者;膏 I I 
J払

一

博

~

職

:

業

儲

養

る

す

一

す

3
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(別添) 安全衛生教育等の推進について(平成3年 1月21日 基発第39号)
新!日対照表

円一………… 一一
(7)査役翠害臨止 t旨名蹟教育

霊童童 て指名された時 る全般的事項 事業 する荷 》

策 J

策定

隼昌

発築

塩基

夜主主

M襲

安衛教

育推

平臣賞 年

主主 童

労第

Z戸川 一
(8)危醐又は有汚名時鮪 当該職務に初め当該業務関 険性 有量

害性の盟査筆担 て指名された跨る全般事項 性 親等

当量 関るお針

労働安全衛生マ ~墨
日手



白川…山トv… u ………{、

エトジメントシステ

封鵠章

盟主皇盤重量豊

(10)健康保持増

進措置を実施す

主茎笠立豆

明 ……一…a::B

千
》

(別添) 安全衛生教育等の推進について(平成3年 l月21日 基発第39号)
新!日対照表

十

第号

一一一 一一
選任時教育 イ.新たに選任さ 生霊盤童霊ι主

主主堕 当該業務に関る危険性又は有

料、作業方法等 彊 に関する指針

楠 φ変更 」主盛nJf_!旦

盈 堕 1 1国.lli日L醐公示重

伸一…………一

置を実施するスタ 健康保持増進措労働者の健康盟

ツフ養成専門研 》 置に関する全般 保持増進のため

ぺ 岡山
持増進のための

指童士公霊箪1-1量)



(別添) 安全衛生教育等の推進について(平成3年 1月21日 基発第 39号)
新旧対照表

一一 白 川町仰向 V 

(11)筆業室内産 メンタルヘルスケ 越監 筆墨撮にお1主盈メ lメンタルへんス指

~畳鍵スタッフ釜 ア量進進す盈た ンタルヘルスケア j童土

めの整育研修 に題する全般的

重彊

3.経営トップ筆 安全衛生セミナ 随時 労働災害の現状 皇ょ麓草萱』単重 安全衛生セミナ 随時

(1 )事業者 と防止対策、安全 率業者 一

総括安全衛生管 衛生と企業経営、 総銭安全衛生管

理者 労働安全衛生関 理者

統括安全衛生業 係法令等に関す 統括安全衛生資 係法令等に関す

任者 る事項 任者 る事項

安全衛生責任者 安全衛生寅任者
手一

(2)管理職 安全衛生教萱 ;睦盟 重働災害の現状

iと防止対策 1 安全

衛生と企塞鐘輩、

堂働安全飽き主闇

~去合筆に盟す

ゑ童彊

事茎撞におけるメ !メンタルヘルス指

ンタルヘルス、治 j盤

謹と盤業生遣の j両立支緩ガイドラ

両立に関する金 j企

盤的事事 一…



(別添) 安全衛生教育等の推進について(平成3年 1月21日
新l日対照表

基発第39号)

工一一三門:一一一一一…;ーら……………一言語iJム
家 jな専門的知識等 一一円一一一瓦ド-liii;;;;!鹿島司

F替、

産業医

労働安全コンサ

ルタント

労働衛生コンサ

)j.，タント

安全管理士

衛生管理士

作業環境測定士!

5.技術者等

; ;のうち妓術革新

; ;の進展等社会緩

I済情勢及ぴ織場 i

I環境の変化等に
I対応した事項

(1 )一一一員一一1::一一一己;ぃーに一一一一査に従事する者:準時育 ;に ;高速化等の構 者には整備に関

I造・機能の変化に;する事項も含む。

i I対応した検査方 i 

一一去等iこ関する事

産業医

労働安全コンサ

ルタント

労働衛生コンサ

J!"タント

安全管理念

衛生管理士

単童

建備を担当する

者には整備に関



C13IJ添) 安全衛生教育等の推進について(平成3年1月21日 基発第 39号)
新|日対照表

面相する者 時 抑制硝 た祷 !輔検査方法本I地問

検査結果の評価 する事項も含む。

方法、検査機器

等に関する事項

理者 に対する機械安 階 技術管理者 衛 影

金盤貰 対す機械 響技術

係育 安

与する後被安全教 書 ア基盤童 書十ーエ住等におも2主ij設機材管理者等
;査 クオ機械 て安全衛生上配を含むa

係教育年 一 j長慮持内労輔心主、特



(別添) 安全衛生教育等の推進について(平成3年 1月21日 基発第39号)
新1日対照表

6.その他

日よ量盟盟盤重

皇L麗蛙謹重量詮

鍾壷

一一 一一一一一一一ぃ…………一一…一
道盛控室金墨金単品堕 i労働災害防止の i就業先において

鐙車整麗 i !予備的知識を付 j法 59条第1項に

1 I与するため、安全 i基づく雇入時数

I I衛生の基礎的知 j宣査室盤L

I I盟主盟主呈重彊;
… f 一 一一一…ユ

; ;生対策等の職域;海外支底、現地

I Iにおける安全衛 ;法人及び海外提
5 ε  

! I生情報、労働慣 ;鐘企業等に派遣

I I笠墨琵匿霊童 !される労働者であ

I I情、治安、交通事川、原毘IJとして派

;情等の生活環境;童孟笠企茎宝墨

11こおける安全衛 ;撞ι

i生情報!こ関するj



031J訴) 安全衛生教育等の推進について(平成3年 1月21日 基発第39号)
新!日対照表

r;;:::エニニニニニ二五二二Zニニ子二:二二W "̂"，，"二二一二二二孟一一… 一 …
(1)就職予定の 学校教育 安会衛生の碁縫 包)就職予定の 学校教宵 卒業前

「衛生の基礎

実業高校生 的知識に関する 実業高校生 的知識に関する

事項 事項

一一九一一一

男IJ圏 安全簡生教青等の体系 男日盟 安金簡生教青的体議



別図

5. jjを術指場

(別添) 安全衛生教育等の推進lこ4ついて(平成3年1月21日 基発第 39号)

新旧対照表

安全衛生教育等の体系

紘一_L_LJi[ I i!.J;:_ιL主主 且~藍一五

免許は駿技能講習

実務経験等

実務経験賓成務習

実務経験

実務経験

研修

習健務経訟研 修

免許認を条 筏能講習

底入鱒教育 f ア (作業内容変更時教育)

日、危股有害業務従事者教育

{定期又lま随時)及び危陰再Wl設教宵

健康教育

能力向上教育(定期又は随時)

実務経験 十 一一…|…づ能力向よ教育に準じた教育(定期又は醐)

鴎畏等教育 一寸←や能力向よ教育!こ準じた教育(定期又は随時)

指名時教育

退任時教育ー ト…シ能力向上教育に準じた教育(定期又は随時) …一三

遺伝時教育

指名時教育

指名時教育

遺伝時教育 |原材料、作薬方法等に大幅な変更があったとき L随時)

卒業前教育

長1閣 安全議主主教官事的事客員再




